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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　結合材、水、細骨材、粗骨材及び混和剤からなるコンクリート組成物であって、水／結
合材比が３０～７０質量％であり、またスランプフロー値が３５～７５ｃｍであって、且
つ下記の一液型混和剤を結合材１００質量部に対し０．５～３．０質量部の割合で含有す
ることを特徴とするコンクリート組成物。
　一液型混和剤：下記のＡ成分、下記のＢ成分、下記のＣ成分及び下記のＤ成分を含有し
、且つ下記のＡ成分に由来するイオン強度が０．０２～０．８である一液型混和剤。
　Ａ成分：不飽和モノカルボン酸単量体及び／又は不飽和ジカルボン酸単量体及び／又は
これらの塩と、これらと共重合可能な不飽和単量体であって分子中に１～３００個の炭素
数２～４のオキシアルキレン単位で構成されたポリオキシアルキレン基を有する不飽和単
量体との共重合体及び／又はその塩から成るポリカルボン酸系減水剤。
　Ｂ成分：水溶性セルロースエーテル。
　Ｃ成分：ガム類。
　Ｄ成分：消泡剤。
【請求項２】
　一液型混和剤が、Ａ成分を１５～５０質量％の割合で含有するものである請求項１記載
のコンクリート組成物。
【請求項３】
　一液型混和剤が、Ａ成分に由来するイオン強度が０．０５～０．５未満である場合のも
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のである請求項１又は２記載のコンクリート組成物。
【請求項４】
　Ｂ成分が、アルキルセルロース、ヒドロキシアルキルセルロース及びヒドロキシアルキ
ルアルキルセルロースから選ばれる少なくとも一つである請求項１～３のいずれか一つの
項記載のコンクリート組成物。
【請求項５】
　Ｃ成分が、ダイユータンガム、ウェランガム、キサンタンガム及びジェランガムから選
ばれる少なくとも一つである請求項１～４のいずれか一つの項記載のコンクリート組成物
。
【請求項６】
　結合材、水、細骨材、粗骨材及び一液型混和剤を用い、請求項１～５のいずれか一つの
項記載のコンクリート組成物を調製する方法であって、一液型混和剤として、Ａ成分に由
来するイオン強度が０．０２～０．５未満のときはＣ成分として粉末状のガム類及び／又
はその水溶液を加えて調製した一液型混和剤を用い、またＡ成分に由来するイオン強度が
０．５～０．８のときはＣ成分としてガム類の水溶液を加えて調製した一液型混和剤を用
いることを特徴とするコンクリート組成物の調製方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はコンクリート組成物及びその調製方法に関し、更に詳しくは流動性の高いコン
クリート組成物であって、その材料分離抵抗性を改善したコンクリート組成物及びかかる
コンクリート組成物の調製方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、作業性向上や省力化を図るため、中流動コンクリート組成物（スランプフロー値
が３５～５０ｃｍ程度）や高流動コンクリート組成物（スランプフロー値が５０ｃｍ程度
～）のような流動性の高いコンクリート組成物の使用事例が増加している。一例としてト
ンネルの覆工工事が挙げられ、作業性の悪い狭小空間での打設において、流動性の高いコ
ンクリート組成物を用いることにより、その高い充填性から作業性の向上や締固めの省力
化が図られている。しかし、このような流動性の高いコンクリート組成物は、骨材などの
材料の分離が生じやすくなる。材料の分離はコンクリート組成物のポンプ圧送性の低下や
品質低下の原因となる。
【０００３】
　従来、前記のような材料分離を改善するため、コンクリート組成物に石灰石微粉末のよ
うな微粉末を加えたり（例えば、特許文献１参照）、粉末状のセルロースエーテルやダイ
ユータンガム、ウェランガムのようなガム類を増粘剤として加えたりすることが提案され
ている（例えば、特許文献２及び３参照）。しかし、特許文献１～３のような従来手段に
は、貯蔵サイロや計量作業などが別に必要になるという問題がある。
【０００４】
　また従来、前記のような材料分離を改善し、作業性を改善するため、セメントに起因す
る強アルカリ環境下においても増粘できる数少ない水溶性高分子であるセルロースエーテ
ルを減水剤などと一液化した一液型混和剤を用いることも提案されている（例えば、特許
文献４及び５参照）。しかし、一液型混和剤においては増粘成分や減水成分などの有効成
分の安定性がコンクリート組成物の性状や物性を安定化させるために非常に重要であると
ころ、特許文献４のような減水剤との組み合わせではセルロースエーテルが塩析しやすく
、短期間で一液型混和剤の安定性が失われてしまうという問題がある。また特許文献５の
ように特定のガム類により液粘性を増加させてセルロースエーテルを液中に安定化させる
従来手段には、一液型混和剤の安定性は向上しているが、一般に市販されている全ての減
水剤に適用することは困難な場合もあり、固形分濃度の低い減水成分を選択する必要があ
るという問題がある。固形分濃度の低い減水成分を選択すると、一液型混和剤の減水性能
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が低下し、特に流動性の高いコンクリート組成物の調製において添加量が増加するため、
コンクリート製造工場において計量器で一度に計量できなくなるなど、コンクリート組成
物の製造効率を低下させる原因となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平１０－２９８４９号公報
【特許文献２】特開平４－１３９０４７号公報
【特許文献３】特表２０１１－５０９９０８号公報
【特許文献４】特開２００８－１３７８８９号公報
【特許文献５】特開２０１６－５６０８１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明が解決しようとする課題は、１）流動性が高いものであること、２）骨材など材
料の分離が少ないものであること、３）減水成分の固形分濃度が相応に高く、しかも安定
性が高い一液型混和剤を用いたものであること、以上の１）～３）を同時に充足するコン
クリート組成物及びその調製方法を提供する処にある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明者らは、前記の課題を解決するべく鋭意研究した結果、流動性の高いコンクリー
ト組成物において、混和剤として特定のＡ成分、特定のＢ成分、特定のＣ成分及び特定の
Ｄ成分を組み合わせた特定の一液型混和剤を用いたコンクリート組成物が正しく好適であ
ることを見出した。
【０００８】
　すなわち本発明は、結合材、水、細骨材、粗骨材及び混和剤からなるコンクリート組成
物であって、水／結合材比が３０～７０質量％であり、またスランプフロー値が３５～７
５ｃｍであって、且つ下記の一液型混和剤を結合材１００質量部に対して０．５～３．０
質量部の割合で含有することを特徴とするコンクリート組成物及び該コンクリート組成物
の調製方法に係る。
【０００９】
　一液型混和剤：下記のＡ成分、下記のＢ成分、下記のＣ成分及び下記のＤ成分を含有し
、且つ下記のＡ成分に由来するイオン強度が０．０２～０．８である一液型混和剤。
【００１０】
　Ａ成分：不飽和モノカルボン酸単量体及び／又は不飽和ジカルボン酸単量体及び／又は
これらの塩と、これらと共重合可能な不飽和単量体であって分子中に１～３００個の炭素
数２～４のオキシアルキレン単位で構成された（ポリ）オキシアルキレン基を有する不飽
和単量体との共重合体及び／又はその塩から成るポリカルボン酸系減水剤。
【００１１】
　Ｂ成分：水溶性セルロースエーテル。
【００１２】
　Ｃ成分：ガム類。
【００１３】
　Ｄ成分：消泡剤。
【００１４】
　本発明に係るコンクリート組成物は、結合材、水、細骨材、粗骨材及び一液型混和剤か
らなるものであって、水／結合材比が３０～７０質量％であり、またスランプフロー値が
３５～７５ｃｍであるものである。
【００１５】
　水／結合材比が３０質量％より小さい場合やスランプフロー値が３５ｃｍより小さい場
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合は、そのようなコンクリート組成物に過剰の粘性を付与し、施工性の悪化を招くことと
なるので好ましくない。逆に水／結合材比が７０質量％より大きい場合やスランプフロー
値が７５ｃｍより大きい場合は、そのようなコンクリート組成物に充分な材料分離抵抗性
を付与することができず、所望のコンクリート組成物を得ることができない。
【００１６】
　所望通りのコンクリート組成物を調製し、コンクリート硬化体を得るためには、水／結
合材比を３０～７０質量％とし、またスランプフロー値を３５～７５ｃｍとするが、好ま
しくは水／結合材比を４０～６５質量％とし、またスランプフロー値を４５～７０ｃｍと
する。
【００１７】
　本発明に係るコンクリート組成物において用いる結合材としては、普通ポルトランドセ
メント、中庸熱ポルトランドセメント、低熱ポルトランドセメント、早強ポルトランドセ
メント、超早強ポルトランドセメント、耐硫酸塩ポルトランドセメントなどの各種ポルト
ランドセメント、高炉セメント、フライアッシュセメントなどの各種混合セメント、フラ
イアッシュ、高炉スラグ微粉末、石灰石微粉末、石粉、シリカフューム、膨張剤などが挙
げられる。
【００１８】
　本発明に係るコンクリート組成物において、用いる細骨材としては、川砂、山砂、陸砂
、硅砂、砕砂、高炉スラグ細骨材などが挙げられる。
【００１９】
　本発明に係るコンクリート組成物において、用いる粗骨材としては、川砂利、山砂利、
陸砂利、砕石、高炉スラグ粗骨材などが挙げられる。
【００２０】
　本発明に係るコンクリート組成物において、用いる一液型混和剤は、特定のＡ成分、特
定のＢ成分、特定のＣ成分及び特定のＤ成分を含有してなるものである。
【００２１】
　Ａ成分のポリカルボン酸系減水剤は、不飽和モノカルボン酸単量体及び／又は不飽和ジ
カルボン酸単量体及び／又はこれらの塩と、これらと共重合可能な不飽和単量体であって
分子中に１～３００個の炭素数２～４のオキシアルキレン単位で構成されたポリオキシア
ルキレン基を有する不飽和単量体との共重合体及び／又はその塩から成るものである。
【００２２】
　一液型混和剤中のＡ成分の濃度は、特に制限されないが、１５～５０質量％とするのが
好ましく、１５～４０質量％とするのがより好ましい。Ａ成分の濃度が低すぎると、一液
型混和剤の減水性能が低下し、特に流動性の高いコンクリート組成物の調製においては添
加量が増加して、コンクリート製造工場の計量器で一度に計量できなくなるなどコンクリ
ート組成物の製造効率を低下させたり、輸送コストの増加を招いたりする原因となる。逆
にＡ成分の濃度が高すぎると、セルロースエーテルが塩析しやすくなる。
【００２３】
　また一液型混和剤は、Ａ成分のポリカルボン酸系減水剤に由来するイオン強度が０．０
２～０．８のものとするが、好ましくは０．０５～０．５未満のものとする。ポリカルボ
ン酸系減水剤は、構造中のカルボキシル基を結合材への吸着点として減水性を発現するた
め、イオン性物質は必須となる。一方で水溶性セルロースエーテルは、イオン性物質の濃
度が一定以上になると溶解できなくなり、析出する現象（塩析）が起き、安定化せずに沈
降してしまう。そのため、減水性に寄与しないイオン性物質を排除し、減水剤のイオン強
度を小さくすることが、一液型混和剤の安定性を向上させるために非常に重要となる。減
水性に寄与しないイオン性物質としては、例えば重合開始剤や中和に用いるアルカリ金属
塩などが挙げられる。尚、本発明において、イオン強度は下記の数１で表されるもので、
減水剤中の全てのイオン種について、それぞれのイオンの一液型混和剤中における質量モ
ル濃度ｍｉと電荷ｚｉの二乗との積を加算し、さらにそれに１／２を乗じて算出されるも
のである。
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【００２４】
【数１】

【００２５】
　数１において、
　Ｉ：イオン強度
　ｍｉ：質量モル濃度（ｍｏｌ・ｋｇ－１）
　ｚｉ：電荷
【００２６】
　Ａ成分のポリカルボン酸系減水剤を形成することとなる不飽和モノカルボン酸単量体及
び／又は不飽和ジカルボン酸単量体及び／又はこれらの塩としては、（メタ）アクリル酸
、クロトン酸、（無水）マレイン酸、（無水）イタコン酸、フマル酸及びそれらの塩から
選ばれるものが挙げられるが、水溶性セルロースエーテルの一液型混和剤中での安定化の
観点からは、塩ではなく酸の状態であることが好ましい。
【００２７】
　不飽和モノカルボン酸単量体及び／又は不飽和ジカルボン酸単量体の塩としては、特に
制限するものではないが、ナトリウム塩やカリウム塩などのアルカリ金属塩、カルシウム
塩やマグネシウム塩などのアルカリ土類金属塩、アンモニウム塩、ジエタノールアミン塩
やトリエタノールアミン塩などのアミン塩などが挙げられる。
【００２８】
　不飽和モノカルボン酸単量体及び／又は不飽和ジカルボン酸単量体及び／又はこれらの
塩と共重合可能な分子中に１～３００個の炭素数２～４のオキシアルキレン単位で構成さ
れた（ポリ）オキシアルキレン基を有する不飽和単量体としては、α－アリル－ω－メト
キシ－（ポリ）オキシエチレン、α－アリル－ω－メトキシ－（ポリ）オキシエチレン（
ポリ）オキシプロピレン、α－アリル－ω－ヒドロキシ－（ポリ）オキシエチレン、α－
アリル－ω－ヒドロキシ－（ポリ）オキシエチレン（ポリ）オキシプロピレン、α－メタ
リル－ω－ヒドロキシ－（ポリ）オキシエチレン、α－メタリル－ω－メトキシ－（ポリ
）オキシエチレン、α－メタリル－ω－ヒドロキシ－（ポリ）オキシエチレン（ポリ）オ
キシプロピレン、α－メタリル－ω－アセチル－（ポリ）オキシエチレン、α－（３－メ
チル－３－ブテニル）－ω－ヒドロキシ－（ポリ）オキシエチレン、α－（３－メチル－
３－ブテニル）－ω－ヒドロキシ－（ポリ）オキシエチレン（ポリ）オキシプロピレン、
α－（３－メチル－３－ブテニル）－ω－ブトキシ－（ポリ）オキシエチレン、α－（３
－メチル－３－ブテニル）－ω－アセチル－（ポリ）オキシエチレン（ポリ）オキシプロ
ピレン、α－アクリロイル－ω－ヒドロキシ－（ポリ）オキシエチレン、α－アクリロイ
ル－ω－ヒドロキシ－（ポリ）オキシプロピレン、α－アクリロイル－ω－メトキシ－（
ポリ）オキシエチレン、α－アクリロイル－ω－メトキシ－（ポリ）オキシエチレン（ポ
リ）オキシプロピレン、α－アクリロイル－ω－ブトキシ－（ポリ）オキシエチレン、α
－メタクリロイル－ω－ヒドロキシ－（ポリ）オキシエチレン、α－メタクリロイル－ω
－ヒドロキシ－（ポリ）オキシエチレン（ポリ）オキシプロピレン、α－メタクリロイル
－ω－メトキシ－（ポリ）オキシエチレン、α－メタクリロイル－ω－ブトキシ－（ポリ
）オキシエチレン、α－メタクリロイル－ω－アセチル－（ポリ）オキシエチレン（ポリ
）オキシプロピレン、ポリアマイドポリアミン（ポリ）オキシエチレン、ポリアマイドポ
リアミン（ポリ）オキシエチレン（ポリ）オキシプロピレン、α－ビニル－ω－ヒドロキ
シ（ポリ）オキシブチレン（ポリ）オキシエチレンなどが挙げられる。
【００２９】
　Ａ成分のポリカルボン酸系減水剤として用いる共重合体及び／又はその塩は、公知の方
法で合成することができる。これには、溶媒に水を用いたラジカル重合、溶媒に有機溶媒
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を用いたラジカル重合、無溶媒のラジカル重合などが挙げられる。ラジカル重合に用いる
ラジカル重合開始剤は、過酸化ベンゾイル、過酸化水素、過硫酸アンモニウム、過硫酸ナ
トリウム、過硫酸カリウムなどの過酸化物、２，２’－アゾビスイソブチロニトリル、２
，２’－アゾビス（２－メチルブチロニトリル）などのアゾ系化合物のように、重合反応
温度下において分解し、ラジカル発生するものであればその種類は特に制限されないが、
イオン強度の観点から過酸化水素などのように分解後もイオン性物質を生じないものが好
ましい。また促進剤として亜硫酸水素ナトリウム、重亜硫酸ナトリウム、アスコルビン酸
などの還元剤や、エチレンジアミン、グリシンなどのアミン化合物も併用することができ
る。得られる水溶性ビニル重合体及び／又はその塩の質量平均分子量を所望の範囲とする
ため、連鎖移動剤を使用することもできる。
【００３０】
　Ａ成分の共重合体の質量平均分子量は２０００～５０００００とするのが好ましく、よ
り好ましくは１００００～１０００００とする。
【００３１】
　Ａ成分の共重合体は、本発明の効果を損なわない範囲内で、他の単量体を共重合させた
ものとすることができるが、その共重合割合は２０質量％以下とするのが好ましく、１０
質量％以下とするのがより好ましい。
【００３２】
　他の単量体としては、例えばスチレン、アクリルアミドなどが挙げられる。
【００３３】
　Ｂ成分の水溶性セルロースエーテルとしては、非イオン性であり、水硬性組成物の材料
の分離抑制、ブリーディングの低減による耐久性の向上、強度及び品質のバラツキ低減が
可能な点において、メチルセルロース、エチルセルロースなどのアルキルセルロース、ヒ
ドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシエチルセルロースなどのヒドロキシアルキルセ
ルロース、ヒドロキシエチルメチルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、
ヒドロキシエチルエチルセルロースなどのヒドロキシアルキルアルキルセルロースが好適
に用いられる。
【００３４】
　具体的に、アルキルセルロースとしては、ＤＳが好ましくは１．０～２．２、より好ま
しくは１．２～２．０のメチルセルロース、ＤＳが好ましくは１．０～２．２、より好ま
しくは１．２～２．０のエチルセルロースなどが挙げられる。ヒドロキシアルキルセルロ
ースとしては、ＭＳが好ましくは０．１～３．０、より好ましくは０．５～２．８のヒド
ロキシエチルセルロース、ＭＳが好ましくは０．０５～３．３、より好ましくは０．１～
３．０のヒドロキシプロピルセルロースなどが挙げられる。ヒドロキシアルキルアルキル
セルロースとしては、ＤＳが好ましくは１．０～２．２、より好ましくは１．２～２．０
、ＭＳが好ましくは０．０５～０．６、より好ましくは０．１０～０．５のヒドロキシエ
チルメチルセルロース、ＤＳが好ましくは１．０～２．２、より好ましくは１．２～２．
０、ＭＳが好ましくは０．０５～０．６、より好ましくは０．１０～０．５のヒドロキシ
プロピルメチルセルロース、ＤＳが好ましくは１．０～２．２、より好ましくは１．２～
２．０、ＭＳが好ましくは０．０５～０．６、より好ましくは０．１０～０．５のヒドロ
キシエチルエチルセルロースが挙げられる。
【００３５】
　尚、ＤＳは、置換度（ｄｅｇｒｅｅ　ｏｆ　ｓｕｂｓｔｉｔｕｔｉｏｎ）であり、セル
ロースのグルコース環単位当たりに存在するアルコキシル基の個数であり、ＭＳは、置換
モル数（ｍｏｌａｒ　ｓｕｂｓｔｉｔｕｔｉｏｎ）を表し、セルロースのグルコース環単
位当たりに付加したヒドロキシアルコキシル基の平均モル数である。
【００３６】
　ＤＳやＭＳは、第１７改正日本薬局方記載のヒプロメロース（ヒドロキシプロピルメチ
ルセルロース）の置換度分析方法により測定した値を換算することによって求めることが
できる。
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【００３７】
　Ｂ成分の水溶性セルロースエーテルの２０℃における２質量％又は１質量％の水溶液粘
度は、コンクリート組成物に所定の粘性を与える点から、Ｂ－Ｈ型粘度計の２０ｒｐｍに
おいて、好ましくは３０（２質量％）～３００００（１質量％）ｍＰａ・ｓ、より好まし
くは８０（２質量％）～２５０００（１質量％）ｍＰａ・ｓ、更に好ましくは３５０（２
質量％）～２００００（１質量％）ｍＰａ・ｓのものとする。尚、水溶性セルロースエー
テルの粘度は、２質量％水溶液で５００００ｍＰａ・ｓを超える場合は、１質量％水溶液
により測定した。
【００３８】
　一液型混和剤中における水溶性セルロースエーテルの割合は、特に制限されないが、好
ましくは０．０５～１０質量％、より好ましくは０．１～５質量％とする。
【００３９】
　Ｃ成分のガム類は、一液型混和剤中の水溶性セルロースエーテルの安定化において有効
である。その種類に特に制限はないが、かかるガム類としては、ダイユータンガム、ウェ
ランガム、キサンタンガム及びジェランガムから選ばれる少なくとも一つが挙げられる。
【００４０】
　Ｂ成分の水溶性セルロースエーテルは、前記したようにイオン性物質の濃度が一定以上
になると、水溶性セルロースエーテルが溶解できなくなり、析出する現象（塩析）が起き
、安定化せずに沈降してしまう。本発明における一液型混和剤ではイオン強度を適切に制
御することにより、水溶性セルロースエーテルの沈降を制御することが可能となるが、ス
トークスの定理により分散媒である溶液の粘度を上げることによって、更に優れた安定化
を実現することができる。本発明者らは、種々の水溶性高分子を検討した結果、ガム類の
なかでも、ダイユータンガム、ウェランガム、キサンタンガム、ジェランガムから選ばれ
るガム類にその特性が高いことを見出した。
【００４１】
　一般的にコンクリート用混和剤は、製造後からコンクリート組成物に添加されるまでの
不定期間、静置して保管される。前記の塩析した水溶性セルロースエーテルを含む一液型
混和剤では、水溶性セルロースエーテルが下部に沈降し、コンクリート組成物に添加して
も所望の効果が得られず、コンクリート組成物の性状、物性が不安定なものとなる。一方
、イオン強度を適切に制御し、ガム類を添加した一液型混和剤では、水溶性セルロースエ
ーテルは塩析を起こさず均一な水溶液であり、常に安定したコンクリート組成物の提供が
可能となる。
【００４２】
　ダイユータンガムは、Ｄ－グルコース、Ｄ－グルクロン酸、Ｄ－グルコースとＬ－ラム
ノース及び２つのＬ－ラムノースより構成されており、市販品としては例えばＫＥＬＣＯ
－ＣＲＥＴＥ　ＤＧ－Ｆ（ＣＰ　Ｋｅｌｃｏ社製の商品名）を用いることができる。ウェ
ランガムは、Ｄ－グルコース、Ｄ－グルクロン酸、Ｌ－ラムノースが２：２：１の割合で
結合した主鎖に、Ｌ－ラムノースかＬ－マンノース側鎖が結合した構造であり、市販品と
しては例えばＣＰ　ＫＥＬＣＯ　ＫＩＡ－９６（ＣＰ　Ｋｅｌｃｏ社製の商品名）を用い
ることができる。キサンタンガムは、セルロースと同様、主鎖がＤ－グルコースのβ－１
，４結合であり、側鎖がマンノース２つとグルクロン酸１つより構成されており、市販品
としては例えばＫＥＬＺＡＮ（三晶社製の商品名）を用いることができる。ジェランガム
は、Ｄ－グルコース、Ｄ－グルクロン酸、Ｌ－ラムノースが２：１：１の割合で結合した
４つの糖を反復単位とするヘテロ多糖類であり、市販品としては例えばＫＥＬＣＯＧＥＬ
　ＡＦＴ（ＣＰ　Ｋｅｌｃｏ社製の商品名）を用いることができる。
【００４３】
　一液型混和剤中におけるガム類の割合は、特に制限されないが、ダイユータンガムの場
合、好ましくは０．００５～２質量％、より好ましくは０．０１～１質量％、更に好まし
くは０．０２～０．８質量％とする。ウェランガム、キサンタンガム及びジェランガムの
場合、好ましくは０．００５～１０質量％、より好ましくは０．０１～５質量％、更に好
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ましくは０．０２～３質量％とする。
【００４４】
　Ｄ成分の消泡剤としては、一液型混和剤中での水溶性セルロースエーテルの安定化とい
う点において、オキシアルキレン系、シリコーン系、アルコール系、鉱油系、脂肪酸系、
脂肪酸エステル系などが使用される。
【００４５】
　オキシアルキレン系消泡剤としては、（ポリ）オキシエチレン（ポリ）オキシプロピレ
ン付加物などのポリオキシアルキレン類、ジエチレングリコールヘプチルエーテル、ポリ
オキシエチレンオレイルエーテル、ポリオキシプロピレンブチルエーテル、ポリオキシエ
チレンポリオキシプロピレン２－エチルヘキシルエーテル、炭素原子数８以上の高級アル
コールや炭素数１２～１４の２級アルコールへのオキシエチレンオキシプロピレン付加物
などの（ポリ）オキシアルキレンアルキルエーテル類、ポリオキシプロピレンフェニルエ
ーテル、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテルなどの（ポリ）オキシアルキレン（
アルキル）アリールエーテル類、２，４，７，９－テトラメチル－５－デシン－４，７－
ジオール、２，５－ジメチル－３－ヘキシン－２，５－ジオール，３－メチル－１－ブチ
ン－３－オールなどのアセチレンアルコールにアルキレンオキシドを付加重合させたアセ
チレンエーテル類、ジエチレングリコールオレイン酸エステル、ジエチレングリコールラ
ウリル酸エステル、エチレングリコールジステアリン酸エステルなどの（ポリ）オキシア
ルキレン脂肪酸エステル類、ポリオキシエチレンソルビタンモノラウリン酸エステル、ポ
リオキシエチレンソルビタントリオレイン酸エステルなどの（ポリ）オキシアルキレンソ
ルビタン脂肪酸エステル類、ポリオキシプロピレンメチルエーテル硫酸ナトリウム、ポリ
オキシエチレンドデシルフェノールエーテル硫酸ナトリウムなどの（ポリ）オキシアルキ
レンアルキル（アリール）エーテル硫酸エステル塩類、（ポリ）オキシエチレンステアリ
ルリン酸エステルなどの（ポリ）オキシアルキレンアルキルリン酸エステル類、ポリオキ
シエチレンラウリルアミンなどの（ポリ）オキシアルキレンアルキルアミン類、ポリオキ
シアルキレンアミドなどが挙げられる。
【００４６】
　シリコーン系消泡剤としては、ジメチルシリコーン油、シリコーンペースト、シリコー
ンエマルジョン、有機変性ポリシロキサン、フルオロシリコーン油などが挙げられる。
【００４７】
　アルコール系消泡剤としては、オクチルアルコール、２－エチルヘキシルアルコール、
ヘキサデシルアルコール、アセチレンアルコール、グリコール類などが挙げられる。
【００４８】
　鉱油系消泡剤としては、灯油、流動パラフィンなどが挙げられる。
【００４９】
　脂肪酸系消泡剤としては、オレイン酸、ステアリン酸、これらのアルキレンオキシド付
加物などが挙げられる。
【００５０】
　脂肪酸エステル系消泡剤としては、グリセリンモノリシノレート、アルケニルコハク酸
誘導体、ソルビトールモノラウレート、ソルビトールトリオレエート、天然ワックスなど
が挙げられる。
【００５１】
　Ｄ成分の消泡剤としては、一液型減水剤の分散安定性の点で、オキシアルキレン系消泡
剤、鉱油系消泡剤、脂肪酸エステル系消泡剤が好ましい。
【００５２】
　一液型混和剤中における消泡剤の割合は、特に制限されないが、好ましくは０．００１
～１０質量％、より好ましくは０．００５～５質量％とする。このように水溶性セルロー
スエーテルの抑泡や破泡に必要な消泡剤の添加量（通常、水溶性セルロースエーテルに対
して５～１０質量％）以上を添加することにより、塩析による水溶性セルロースエーテル
の沈降を抑制することができる。この理由としては、消泡剤中の何らかの成分（界面活性
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剤）が塩析している水溶性セルロースエーテルの表面に吸着し、安定化させていると推定
される。
【００５３】
　本発明に係るコンクリート組成物は、以上説明した一液型混和剤を、結合材１００質量
部に対して０．５～３．０質量％の割合で含有するものである。
【００５４】
　本発明に係るコンクリート組成物は、本発明の効果を損なわない範囲内で、必要に応じ
て例えば陰イオン界面活性剤からなるＡＥ調整剤、例えばポリオキシアルキレンアルキル
エーテルからなる消泡剤、例えばオキシカルボン酸塩からなる凝結遅延剤、例えばアミン
類からなる硬化促進剤、例えばイソチアゾリン系化合物からなる防腐剤、例えば高級脂肪
酸誘導体からなる防水剤、例えば亜硝酸塩からなる防錆剤などを併用することができる。
【００５５】
　本発明に係るコンクリート組成物の調製方法は、結合材、水、細骨材、粗骨材及び一液
型混和剤を用い、以上説明した本発明に係るコンクリート組成物を調製する方法であって
、一液型混和剤として、Ａ成分に由来するイオン強度が０．０２～０．５未満のときはＣ
成分として粉末状のガム類及び／又はその水溶液を加えて調製した一液型混和剤を用い、
またＡ成分に由来するイオン強度が０．５～０．８のときはＣ成分としてガム類の水溶液
を加えて調製した一液型混和剤を用いるコンクリート組成物の調整方法である。
【００５６】
　Ｃ成分のガム類は粉体又は水溶液のいずれの形態で添加してもよいが、水溶液として添
加することにより、一液型混和剤の安定性が向上する。そのため、ウェランガム、キサン
タンガム及びジェランガムは、水溶液での添加が好ましいが、製造効率を考慮すると、Ａ
成分のイオン強度が０．０２～０．５未満のときは粉末状のガム類及び／又はその水溶液
を加えて一液型混和剤を調製するのが好ましく、またＡ成分のイオン強度が０．５～０．
８のときはガム類の水溶液を加えて一液型混和剤を調製するのが好ましいのである。
【発明の効果】
【００５７】
　本発明によると、１）流動性の高いものであること、２）骨材など材料の分離が少ない
ものであること、３）減水成分の固形分濃度が相応に高く、しかも安定性も高い一液型混
和剤を用いたものであること、以上の１）～３）を同時に充足するコンクリート組成物及
びその調製方法を提供できる。
【００５８】
　以下、本発明の構成及び効果をより具体的にするため、実施例を挙げるが、本発明がこ
れらの実施例に限定されるというものではない。尚、以下の実施例において、別に記載し
ない限り、％は質量％を意味する。
【実施例】
【００５９】
　試験区分１（ポリカルボン酸系減水剤としてのＡ成分の合成）
　・ポリカルボン酸系減水剤（ａ－４）の合成
　水１４００ｇ、メトキシポリ（４５モル）エチレングリコールモノメタクリレート１１
００ｇ、メタクリル酸１０４ｇ、連鎖移動剤としてチオグリセロール２４ｇ及び３０％水
酸化ナトリウム水溶液５０ｇを反応容器に仕込み、反応容器内の雰囲気を窒素置換した後
、撹拌しながら徐々に加温した。反応系の温度を温水浴にて６０℃に保ち、過酸化水素の
０．０２５％水溶液２４０ｇを投入してラジカル重合反応を開始した。２時間経過後、更
に過酸化水素の０．０２５％水溶液６０ｇを投入し、ラジカル重合反応を６時間継続して
行なった。得られた共重合体に水３１８２ｇ及び３０％水酸化ナトリウム水溶液１２１ｇ
を加え、Ａ成分（ａ－４）の２０％水溶液を得た。このＡ成分（ａ－４）を分析したとこ
ろ、質量平均分子量４１４００（ＧＰＣ法、プルラン換算）であった。
【００６０】
　Ａ成分（ａ－６）、（ａ－８）及び（ａ－９）の合成
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　Ａ成分（ａ－４）と同様にして、表２に記載のＡ成分（ａ－６）、（ａ－８）及び（ａ
－９）を合成し、（ａ－６）、（ａ－８）及び（ａ－９）の水溶液を得た。
【００６１】
　・Ａ成分（ａ－７）の合成
　α－アリル－ω－メトキシ－ポリ（１００モル）エチレングリコールポリ（３モル）プ
ロピレングリコール及び無水マレイン酸を反応容器に仕込み、反応容器内の雰囲気を窒素
置換した後、徐々に加温して撹拌しながら均一に溶解した。反応系の温度を温水浴にて８
０℃に保ち、アゾビスイソブチロニトリルを投入してラジカル重合反応を開始した。２時
間経過後、更にアゾビスイソブチロニトリルを投入し、ラジカル重合反応を２時間継続し
て行なった。得られた共重合体に水及び３０％水酸化ナトリウム水溶液を加えて、Ａ成分
（ａ－７）の水溶液を得た。このＡ成分（ａ－７）を分析したところ、質量平均分子量６
９２００（ＧＰＣ法、プルラン換算）であった。
【００６２】
　・Ａ成分（ａ－１０）の合成
　水、３－メチル－３－ブテン－１オール・ポリ（８０モル）エチレングリコール付加物
を反応容器に仕込み、反応容器内の雰囲気を窒素置換した後、撹拌しながら徐々に加温し
た。反応系の温度を温水浴にて７０℃に保ち、温度を安定させた。その後、アクリル酸を
３時間かけて滴下した。同時に、チオグリコール酸、Ｌ－アスコルビン酸を水に溶解させ
た水溶液及び５％過酸化水素水をそれぞれ３時間かけて滴下し、ラジカル重合反応を開始
した。滴下終了から１時間経過後、得られた共重合体に水及び３０％水酸化ナトリウム水
溶液を加え、Ａ成分（ａ－１０）の水溶液を得た。このＡ成分（ａ－１０）を分析したと
ころ、質量平均分子量７１３００（ＧＰＣ法、プルラン換算）であった。
【００６３】
　・Ａ成分（ａｒ－１）及び（ａｒ－２）の合成
　Ａ成分（ａ－４）と同様にして、表２に記載のＡ成分（ａｒ－１）及び（ａｒ－２）の
水溶液を得た。
【００６４】
　以上で合成したＡ成分（ａ－１）～（ａ－１０）及び（ａｒ－１）～（ａｒ－３）の内
容を表１にまとめて示した。尚、Ａ成分（ａ－１）～（ａ－３）及び（ａ－５）の水溶液
はＡ成分（ａ－６）の水溶液を、またＡ成分（ａｒ－３）の水溶液はＡ成分（ａｒ－２）
の水溶液を水で希釈して調製した。
【００６５】
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【表１】

【００６６】
　表１において、
　ａ－１～ａ－３及びａ－５の水溶液：ａ－６の水溶液を水で希釈した。
　ａｒ－３の水溶液：ａｒ－２の水溶液を水で希釈した。
　質量平均分子量：ＧＰＣ法、プルラン換算
【００６７】
　試験区分２（その他の使用材料）
　使用したＢ成分：水溶性セルロースエーテルの内容を表２にまとめて示した。
　使用したＣ成分：ガム類の内容を表３にまとめて示した。
　使用したＤ成分：消泡剤はＳＮデフォーマー１４－ＨＰ（オキシアルキレン系消泡剤、
サンノプコ社製の商品名）、略号：ｄ－１を使用した。
【００６８】
【表２】

【００６９】
　表２において、
　粘度（ｍＰａ・ｓ）：２０℃における２質量％水溶液の粘度
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【００７０】
【表３】

【００７１】
　表３において、
　ｃ－１：ＫＥＬＺＡＮ（三晶社製の商品名）
　ｃ－２：ＣＰ　ＫｅｌｃｏＫ１Ａ－９６（ＣＰ　Ｋｅｌｃｏ社製の商品名）
　ｃ－３：ＫＥＬＣＯ－ＣＲＥＴＥ　ＤＧ－Ｆ（ＣＰ　Ｋｅｌｃｏ社製の商品名）
　ｃ－４：ＫＥＬＣＯＧＥＬ　ＡＦＴ（ＣＰ　Ｋｅｌｃｏ社製の商品名）
【００７２】
　試験区分３（一液型混和剤の調製）
　（Ｃ成分を粉末で用いる場合）
　・一液型混和剤（ｅ－１）の調製
　表１～表３に記載のＡ成分、Ｂ成分及びＣ成分、前記のＤ成分及び水を表４に示す割合
で配合して、ホモミキサー（ＨＭ－３１０、ＡＳ　ＯＮＥ社製）を用いて５０００ｒｐｍ
で１分間混合し、一液型混和剤（ｅ－１）を調製した。
【００７３】
　・一液型混和剤（ｅ－２）～（ｅ－７）、（ｅ－９）及び（ｅ－１１）の調製
　一液型混和剤（ｅ－１）と同様にして、一液型混和剤（ｅ－２）～（ｅ－７）、（ｅ－
９）及び（ｅ－１１）を調製した。
【００７４】
　・一液型混和剤（ｅｒ－１）～（ｅｒ－３）、（ｅｒ－５）及び（ｅｒ－６）の調製
　一液型混和剤（ｅ－１）と同様にして、一液型混和剤（ｅｒ－１）～（ｅｒ－３）、（
ｅｒ－５）及び（ｅｒ－６）を調製した。
【００７５】
　（Ｃ成分を水溶液で用いる場合）
　・一液型混和剤（ｅ－８）の調製
　水とＣ成分を配合して、ホモミキサー（ＨＭ－３１０、ＡＳ　ＯＮＥ社製）を用いて５
０００ｒｐｍで１分間混合し、Ｃ成分の２％水溶液を調製した。その後、一液型混和剤（
ｅ－１）と同様にして、一液型混和剤（ｅ－８）を調製した。
【００７６】
　・一液型混和剤（ｅ－１０）及び（ｅ－１２）の調製
　一液型混和剤（ｅ－８）と同様にして、一液型混和剤（ｅ－１０）及び（ｅ－１２）を
調製した。
【００７７】
　・一液型混和剤（ｅｒ－４）及び（ｅｒ－７）の調製
　一液型混和剤（ｅ－４）と同様にして、一液型混和剤（ｅｒ－４）及び（ｅｒ－７）を
調製した。
【００７８】
　以上で調製した一液型混和剤（ｅ－１）～（ｅ－１２）及び（ｅｒ－１）～（ａｒ－７
）の内容を表５にまとめて示した。
【００７９】
　試験区分４（イオン強度の計算）
　試験区分３で調製した各一液型混和剤におけるＡ成分（ａ－４）に由来するイオン強度
を、前記した数１により計算したところ、０．２０６であった。計算過程等を表４に示し
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【００８０】
【表４】

【００８１】
　Ａ成分（ａ－４）に由来するイオン強度と同様にして、Ａ成分（ａ－１）～（ａ－３）
、（ａ－５）～（ａ－１０）及び（ａｒ－１）～（ａｒ－３）に由来するイオン強度を計
算した。各一液型混和剤におけるＡ成分に由来するイオン強度の計算結果を表５にまとめ
て示した。

【００８２】
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【００８３】
　表５において、
　＊１：アルキルアリルスルホン酸塩高縮合物（竹本油脂社製のコンクリート用高性能減
水剤、商品名ポールファイン５１０ＡＮ）
　＊２：含窒素型スルホン酸塩（竹本油脂社製のコンクリート用高性能減水剤、商品名ポ
ールファインＭＦ）
【００８４】
　試験区分５（一液型混和剤の安定性試験）
　試験区分３で調製した一液型混和剤を活栓付のメスシリンダーに１００ｍｌ採取した後
、２０℃及び４０℃の環境下で静置し、水溶性セルロースエーテルの沈降体積を測定した
。沈降体積の評価は、塩析がなく、均一に分散した状態を１００％とし、時間経過ととも
に徐々にメスシリンダー上部に透明部分が現れ始め、透明部分と分散した部分の境界線の
メスシリンダーの目盛を読み取ることにより行なった。例えば、７日後の透明部分と分散
した部分の境界線のメスシリンダーの目盛が９０ｍｌの場合、沈降体積は９０％となる。
測定結果を表６にまとめて示した。

【００８５】
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【表６】

【００８６】
　試験区分６（一液型混和剤の安定性評価）
　表６の測定結果に基づいて、各例の一液型混和剤を次のように評価し、結果を表７にま
とめて示した。
【００８７】
　・安定性の評価
　次の基準で評価した。
　◎：２８日静置後の沈降体積（％）が９５～１００％
　○：２８日静置後の沈降体積（％）が８０以上～９５％未満
　×：２８日静置後の沈降体積（％）が８０％未満
【００８８】

【表７】

【００８９】
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　試験区分７（コンクリート組成物の調製）
　・実施例１～１９及び比較例１～８
　容量６０リットルの強制二軸ミキサーを用い、表８及び表９に記載の内容で、９０秒間
練混ぜを行い、表９に記載した各例のコンクリート組成物を調製した。尚、一液型混和剤
は、試験の２８日前に使用量の１０倍量調製して２０℃で静置し、別に記載しない限り、
上部７０％以上の上澄みを使用した。また、各例のコンクリート組成物について、ＡＥ剤
（竹本油脂社製の商品名ＡＥ－３００）及び消泡剤（竹本油脂社製の商品名ＡＦＫ－２）
を用い、目標空気量を４．５±１．０％とし、また目標スランプフロー値を６０±５ｃｍ
とした。
【００９０】
【表８】

【００９１】
　表８において、
　細骨材：大井川水系産陸砂（表乾密度２．５７ｇ／ｃｍ３）
　粗骨材：岡崎産砕石（表乾密度２．６６ｇ／ｃｍ３）
【００９２】
　試験区分８（調製したコンクリート組成物の物性試験）
　調製した各例のコンクリート組成物について、練混ぜ直後のスランプフロー値、空気量
、ブリーディング率を下記のように測定し、結果を表９にまとめて示した。
【００９３】
　・スランプフロー（ｃｍ）：練混ぜ直後のコンクリート組成物について、ＪＩＳ－Ａ１
１５０に準拠して測定した。
　・空気量（容積％）：練混ぜ直後のコンクリート組成物について、ＪＩＳ－Ａ１１２８
に準拠して測定した。
　・ブリーディング率（％）：練混ぜ直後にコンクリート組成物を採取し、ＪＩＳ－Ａ１
１２３に準拠して測定した。

【００９４】
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【表９】

【００９５】
　　表９において、
　配合Ｎｏ．：表８に記載の配合Ｎｏ．
　ｆ－１：普通ポルトランドセメント
　ｆ－２：高炉セメントＢ種
　混和剤：表５に記載の混和剤
　＊３：一液型混和剤（ｅｒ－１）について、保管容器下から抜き出して使用した。
　添加量：結合材１００質量部に対する一液型混和剤の割合（質量部）
　比較例４：一液型混和剤を５．０％添加しても目標の流動性を得ることができなかった
。
【００９６】
　試験区分９（一液型混和剤の分散性能の評価）
　表９の測定結果に基づいて、一液型混和剤の分散性能を、次のように評価し、結果を表
１０にまとめて示した。
【００９７】
　・一液型混和剤の分散性能の評価
　練混ぜ直後のコンクリート組成物について、目標スランプスランプフロー値を得るため
の一液型混和剤の添加割合により次の基準で評価した。
　◎：結合材１００質量部に対して一液型混和剤の添加割合が２．００質量部未満
　○：結合材１００質量部に対して一液型混和剤の添加割合が２．００質量部～３．００
質量部
　×：結合材１００質量部に対して一液型混和剤の添加割合が３．００質量部超
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【００９８】
　試験区分１０（調製したコンクリート組成物の物性評価）
　表９の測定結果に基づいて、各例のコンクリート組成物の材料分離抵抗性を、ブリーデ
ィング率及び材料の一体感を指標として次のように評価し、結果を表１０にまとめて示し
た。
【００９９】
　・ブリーディング率の評価
　（水結合材比４０％）
　○：ブリーディング率が４．０％以下
　×：ブリーディング率が４．０％超
　（水結合材比５０％）
　○：ブリーディング率が６．０％以下
　×：ブリーディング率が６．０％超 
　（水結合材比６０％）
　○：ブリーディング率が８．０％以下
　×：ブリーディング率が８．０％超
【０１００】
　・コンクリート組成物の材料の一体感の評価
　コンクリート組成物について、目視により、材料の一体感を次の基準で評価した。
　◎：非常に良好（骨材とモルタル・ペーストの分離なし）
　○：良好（わずかに骨材とモルタル・ペーストが分離）
　×：悪い（明らかに骨材とモルタル・ペーストが分離）

【０１０１】
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【表１０】

【０１０２】
　表６、表７、表９及び表１０の結果から明らかなように、本発明によると、１）流動性
が高いものであること、２）骨材など材料の分離が少ないものであること、３）減水成分
の固形分濃度が相応に高く、しかも安定性も高い一液型混和剤を用いたものであること、
以上の１）～３）を同時に充足するコンクリート組成物を提供することができる。
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